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Ⅰ はじめに

近年の日本社会において，要保護児童は高い政

策的関心を集めている。特に1990年代以降，児童

虐待1)の認知件数の増加に伴い，要保護児童数は

非常に高い水準で推移してきた。後述するよう

に，このことをもって「保護すべき子ども」や「虐

待する親」の実数が増えたとみることには慎重で

あるべきだが，他方で，現実に多くの要保護児童

がいる以上，何らかの社会的対応が求められてい

ることもまた事実である。

同様に，社会学の領域においても，里親や施設

養護についての研究が徐々に蓄積されつつある。

例えば，教育社会学の領域では，施設入所児童の

進学や大学生活〔坪井（2011）；西本（2016）〕，彼・

彼女らが経験するスティグマや社会的排除〔田中

（2009）；西田編著（2011）；谷口（2011）〕，施設内

における子ども間の暴力が論じられてきた〔山口

（2013）〕。また，家族社会学の領域では，家族をめ

ぐる社会規範が，里親，里子にさまざまな葛藤を

もたらすことや〔和泉（2006）；安藤（2017）〕，施

設，家庭を問わず，子どものケアにかかる負担や

責任を1つの場所に集約してしまうことが明らか

にされている〔藤間（2017a）〕。いずれにおいても

共通して指摘されているのは，社会的養護に措置
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された子どもが多くの困難を経験しており，その

背後に，さまざまな社会構造的要因があるという

ことである。

他方で，家族をめぐる日本社会の状況と結びつ

けて要保護児童の問題，および今後の施策展開の

ために必要な視座について論じる試みは，いまだ

十分に蓄積されていない。もちろん，すでに多く

のところで指摘されているとおり，家族のみが子

どものケアを担うのではないし，そもそも家族が

子どものケアを担うことそれ自体，自明視される

べきではない。けれども，終戦直後に多く発生し

た「親がいない子ども」ではなく，「親はいるがケ

アを受けられない子ども」の要保護児童のなかに

占める割合が増えてきていることに鑑みると，現

在の家族をめぐる日本社会の状況がどのようなも

のであり，それが要保護児童の問題とどのように

関連しているのかについて，いまいちど整理を行

うことが求められるだろう。

以上を踏まえ本稿では，日本社会における家族

をめぐる社会状況と要保護児童問題の関連性につ

いて考察することを目的とする。以下では，ま

ず，戦後日本社会における要保護児童施策の変遷

と現状を確認する（第2節）。次に，児童虐待に関

する社会構築主義的研究の議論を取り上げ，児童

虐待が社会問題化するにつれ，家族の責任が強く

問われるようになったことを示す（第3節）。その

上で，家族のあり方がゆらいでいるにもかかわら

ず，依然として家族によるケアを自明視する家族

主義的な社会のあり方が問題を帰結していること

を指摘し（第4節），Fineman（1995=2003）による

〈依存批判〉と，それを発展的に展開した久保田

（2011）の〈分節化アプローチ〉を概観しつつ，今

後のあり方について考える（第5節）。

Ⅱ 戦後日本における要保護児童施策

戦後日本社会における要保護児童施策は，終戦

直後の戦災孤児対策から今日に至るまで常に高い

関心を集めてきたが，その内実は徐々に変化して

いる。図1は，戦後からの社会的養護措置理由の

変遷を示している。これをみるとわかるように，

「父母の行方不明」，「父母の死亡」，「父母の離婚」

といった主訴が徐々に減少し，それに代わって，

特に1990年代以降は虐待被害による措置が大幅に

増加している。換言すれば，「家族がいない子ど

も」を対象とする施策から「家族はいるがそこで

ケアを受けられない子ども」へと，社会的養護の

対象となる子どもが変化してきたということがで

きるだろう〔藤間（2017b）〕。

土屋によると，上に示した社会的措置理由の変
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出所：藤間（2017b）にもとづき再作成。

図1 社会的養護措置理由の変遷
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化は，敗戦直後から1970年代にかけて，子どもの

養育をめぐる社会規範や通念が変化したことと軌

を一にしている。すなわち，「敗戦直後から1970

年代までの時期は，社会的養護を必要とする子ど

もたちへの措置が，『家庭のない児童』をめぐる問

題から，遺棄児や両親が離婚した子どもたち，そ

して『被虐待児』など，保護者や監護者は存在す

るものの，放置児や置き去り児，被虐待児など，

子どもの身体や人格の発達上『問題のある家庭』

の中で生活する子ども達を，劣悪な養育環境から

切り離しながら救済するための措置へと，徐々に

ではあるが確実に変容を遂げていく時期に該当し

ている」のである〔土屋（2014），p.14〕。

子どもを劣悪な環境から切り離し，救済すると

いう目的が前面に押し出されるようになった背後

には，子どもそのものに対する社会の見方が関係

していると考えられる。広田（1999）などが指摘

しているように，近代以降，日本において家族に

要求される子育ての水準は一貫して上昇してきて

いる。つまり，親，特に母親は，手持ちの資源を

すべて投入して子どもを育てるべきという，「子

ども中心主義」〔落合（1989）〕が近代日本におい

て浸透し，それは今日にいたるまで家族に課せら

れる責任を重くし続けきたのである。その背景に

は，「子どもは大人とは違う存在であり，それゆえ

愛情を持って保護すべきである」という子ども観

が，近代以降に確立したことが関係していよう

〔Ariès（1960=1980）；落合（2004）〕。

こうして「保護されるべき子ども」という観念

が社会に浸透するなかで，「児童の権利に関する

条約」（以下，子どもの権利条約）が国連で採択さ

れたことと連動するかのように，1990年代以降，

児童相談所における虐待相談対応件数は右肩上が

りに上昇し続けている（図2）2)。具体的には，当時

の厚生省によって児童相談所の養護相談理由に

「虐待」が加えられた1990（平成2）年度には1,101

件であったものが，2015年度には103,286件と，25

年間でおよそ100倍以上に増加しているのである。

こうしたなかで，児童虐待防止のための施策や，

要保護児童対策など，さまざまな制度整備が試み

2) ただし，子どもの権利条約には，「大人社会から子どもを分離するのではなく，社会へと引き戻す試み」という

側面もあったことには留意が必要である。すなわち，かつて「児童救済家」が大人とは異なる存在として子ども

を救済することを模索したのに対し，子どもの権利条約は，保護主義を維持しつつ，子どもを1つの権利主体とし

て社会に参加させることを企図しているのである〔上野（1996），pp.133-134〕。
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図2 児童相談所における虐待相談対応件数の推移
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られてきた。具体的には，2000年に「児童の虐待

に関する法律（通称：児童虐待防止法）」が成立し

て以降，同法，および児童福祉法は複数回改正さ

れ，そのたびに，児童相談所における児童虐待防

止業務のあり方や，一時保護のあり方が議論され

ている。また，2016年に閣議決定された「ニッポ

ン一億総活躍」においては，妊娠時より切れ目な

い支援を母親に提供する「子育て世代包括支援セ

ンター」を2020年末までに全国展開することがう

たわれているが，これも，児童虐待防止との関連

性をもつ施策と位置づけられる。

以上の歴史的事実は，「なぜ『保護されるべき』

とされる子どもに対する虐待が増えているのか」

という，きわめて素朴な疑問を導く。というの

も，「子どもは保護されるべき」という価値観が浸

透したのであれば，子どもは「より大切に」育て

られるようになるはずだと論理的には考えられる

からである。なぜ，「子どもは保護されるべき」と

いう価値観が浸透したにもかかわらず，児童相談

所における虐待相談対応件数は増加しているのだ

ろうか。次節では，「社会問題の構築主義」の立場

からの児童虐待研究を参照し，この問いに対して

説明を与えることを試みる。その上で，社会から

「虐待」とみなされる行為の範囲が拡大してきた

ことや，児童虐待が普遍的な「家族の問題」と

なったことが，家族への監視体制の強化を帰結し

たことを論じる。

Ⅲ 「児童虐待の社会的構築」と家族への監視の

強化

1 児童虐待の社会的構築

「子どもは保護されるべき存在とされているは

ずなのに，虐待相談対応件数が増加するのはなぜ

か」という問いに説得的な解答を与える1つの視

点が，「社会問題の構築主義」と呼ばれる立場の研

究群である。この立場は，「社会問題とは何らか

の客観的実体をともなう状態である」とする見方

に対し，疑問を呈する。そして，社会における何

らかの事象が，人々にとって「問題」とみなされ

るときに，はじめてその事象は社会問題に位置づ

けられるという見方をとる。そのため，それらに

おいて社会問題とは，「な
・

ん
・

ら
・

か
・

の
・

想
・

定
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さ
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であると定義される」もので

あり〔Spector and Kitsuse（1977=1990），p.119，傍

点訳書ママ〕，特定の個人や集団が提示する主観

的な定義活動が分析対象となる〔内田（2009），

p.11〕。

このようにある事象を社会問題とみなす人びと

の主観的定義に着目するという視点に立つなら

ば，社会問題の構築主義の立場で児童虐待を論じ

る際に着目すべきは，児童虐待に対する人びとの

「クレイム申し立て活動」ということになるだろ

う。すなわち，人びとが何らか行為に対して「児

童虐待」という主観的定義を与え，それを社会問

題とするロジックを分析することこそが，研究上

の目的ということになる。言い換えれば，なんら

かの客観的定義をあらかじめ与えた上で「児童虐

待の増減」といった動向を分析するのではなく，

人びとがいかなる行為を「児童虐待」とみなすの

か，その背後にどのような社会的要因があるのか

という点に，焦点が当てられるのである。

では，児童虐待に対する「クレイム申し立て活

動」に着目する研究群は，虐待相談対応件数が増

加した理由をどのように説明してきたのであろう

か。ここで関係してくるのが，子どもの養育をめ

ぐる人びとの価値観の変化であり，「子どもは安

全に育つべき」という規範の浸透である。例えば

上野は，児童虐待が人々の関心を引いた理由を次

のように述べる。

児童虐待に人びとの広範な関心が寄せら

れたのは，幼少期が人格形成の要をなすと

いう考え方の浸透や，子どもの幸福を願う

養育者の心理的・経済的なおしみない投資

や，親子関係への高い社会的関心などが

あってのことである。子どもをたたいたり

放置したりするのが問題であるとの主張

は，子どもとは親や養育者から愛護され細

やかな世話を受ける存在であるとする近代

的な子ども観の裏返しにほかならない〔上
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野（1996），p.9〕。

先に述べたとおり，近代日本社会において成立

した「子ども中心主義」〔落合（1989）〕は，家族

に要求される子育ての水準を押し上げてきたが，

このことが，児童虐待をショッキングなものとし

て人びとに受け入れさせたということである。内

田は，こうした事態を「安全と危険のパラドクス」

と名づけている。これは，安全が当たり前になる

ほど危険が目立っていくことを指している。

たとえば，子どもの悪い行いに対して罰

としてお尻をたたく，子どもの相手に疲れ

てしまい子どもを無視する，あるいは子ど

もを家に置いたまま買い物に出かける，そ

れらの行為はいずれも「虐待」と名づけら

れる。高い水準の「安全」を達成しつつあ

る時代は，同時に，それまでは禁止される

ことのなかったさまざまな行為を「危険」

すなわち「虐待」として告発する時代でも

ある。このとき人びとが「虐待」と認知す

る事案の数は増えていく〔内田（2009），

pp.88-89〕。

以上の上野，内田による議論において共通して

指摘されているのは，近代以降，「保護されるべき

子ども」という価値観が浸透し，子どもが安全な

環境で育つことが自明になったことで，逆説的に

「虐待」とみなされる行為の範囲が広がっていっ

たということである。換言すれば，「保護される

べき」とされる子どもに対する虐待をめぐる相談

件数が増えたのは，子どもの養育環境をめぐる社

会的前提それ自体が変わったことによるというこ

とである。

加えて，さらに以下の2つの要因が，人びとの虐

待に対する見方，あるいは虐待についての語り方

に影響を及ぼし，虐待相談対応件数を押し上げる

ことが指摘されている。

第1に，都市部において積極的に虐待発見活動

が行われることである。内田がいうように，日本

において虐待問題は，「『地縁・血縁の希薄化』，

『核家族化』，『離婚の増加』，『少子化』，『親の生育

歴状の心理問題』」といった文脈で語られること

が多い。そうした語りの前提には，「客観的な実

態として都市において虐待がより多く発生してい

るという認識がある」〔内田（2005），p.140〕。し

かしながら，内田による分析が明らかにしたこと

は，1990年代後半以降，都市において公的機関や

周囲の人びとが「虐待」へのまなざしを強め，積

極的に虐待を発見していったという事実である。

すなわち，都市において児童虐待への社会的関心

が高まったことが，そこにおける虐待の発見数を

高め，それにより，「虐待は都市で起きる」という

語りが生成されていったということである。

第2に，マスメディアによる「児童虐待の増加，

深刻化」というイメージの流布である。2017年8

月においても，以下のような見出しで児童虐待が

報じられたことは記憶に新しい。

「児童虐待，過去最多12.2万件 5割が『心

理的虐待』」〔朝日新聞デジタル（2017.8.

17）〕

「児童虐待 最悪12万件 昨年度 心理的被

害が半数」〔読売新聞（2017.8.17）〕

「児童虐待 最悪の12万件 16年度，26年連

続で増加」〔日経新聞電子版（2017.8.17）〕

あくまで一例とはいえ，2016年度の児童相談所

における虐待相談対応件数が12万件を超えたこと

が，「過去最多」，「最悪」，「26年連続で増加」と

いった言葉をともなって報じられている。このよ

うに，虐待相談対応件数の増加をもって「児童虐

待が以前と比べて増えてきた」とする報道は1990

年代以降さかんに行われてきた。そうした報道に

おいて取り上げられるケースは，「特に悲惨で陰

鬱なセリエントケース」であることが多いため，

「『児童虐待は増加の一途をたどり，深刻化してい

る』というイメージが急速に広まってきたのであ

り，家族の養育機能の低下という新しい社会問題

として認識されるに至ったのである」〔田中

（2011），p.120〕。その結果として社会に流布され

る，「児童虐待が増えている」というイメージは，

社 会 保 障 研 究 Vol. 2 No. 2･3162



0102_社会保障研究_【藤間】_3K.smd  Page 6 17/12/01 09:19  v3.40

「どこか特殊な出来事として考えられていた児童

虐待を，もしかしたら身近で起こりうる社会問題

へと変えてきた」〔田中（2011），p.125〕。このこ

とを受け，児童虐待に対する人びとの監視の目も

強まっていったと考えられる。

まとめよう。子どもの養育に関する価値観の変

化，すなわち，「子どもは保護されるべき存在であ

り，安全な環境で育つのが当然」とする規範が浸

透したことで，逆説的に「虐待」とされる行為の

範囲が拡大し，児童相談所における虐待相談対応

件数が増加した。加えて，都市的な文脈で虐待が

語られるなかで都市における虐待発見活動が強化

されたこと，マスメディアによる「児童虐待の増

加，深刻化」というイメージの流布が人びとの監

視の目を強めたことも，この流れに荷担したので

あった3)。

2 家族への監視の強化とその問題

「児童虐待」という社会問題が構築されたこと

により，虐待相談対応件数が押し上げられ，人び

との児童虐待への関心が高まったことの帰結が，

家族への監視の強化である。言い換えれば，児童

虐待に対する社会の問題意識が高まった結果，

「子どもに対して適切な養育環境を与えているか」

を，家族はより強く問われるようになったのであ

る。このことは，2つの具体例をもって論じられ

てきた。

第 1に，「問題の医療対象化」である〔上野

（1996），p.113〕。欧米においては，「教会の権威低

下，司法・行政の権限拡大，そして医療の発達に

ともなって，社会的逸脱に付されたイメージも，

罪業sinから，犯罪crime，そして病気へと推移し

てきた」といわれており〔Conrad & Schneider

（1980）；上野（1996），p.18〕，児童虐待に関して

も，1960年代頃より医療対象化が進んできてい

た。日本においては，1990年代以降，こうした傾

向が強まってきたと上野は指摘する。

児童虐待は，経済的な色彩の強い問題と

いうよりも，親自身が子ども時代に虐待を

受けていたりして愛された経験が乏しいた

めに未熟・攻撃的・依存的である，といっ

た個人の性格上の問題，また夫婦の不和な

どによる家庭内の孤立といった家族関係の

問題と考えられており，カウンセリング治

療や家族療法で改善されうるようなニュア

ンスを持たせて提示される傾向にある〔上

野（1996），p.113〕。

このように医療対象化された結果，児童虐待は，

「貧困との，つまりは社会階層との結びつきを断

たれ，子どもの保護体制の変更を要請するような

普遍的な家族の問題として描きだされてきた」の

である〔上野（1996），p.125〕。

関連して第2に，リスクアセスメントの名のも

とでの家族への監視の強化である〔上野（2006）；

田中（2011）〕。リスクアセスメントとは，「90年代

末から開発が進められた…蓋然性という統計学の

知のシステムを媒介させた児童虐待の発見方式」

を指す〔上野（2006），p.263〕。そこでは，「個々の

子どもに実際に加えられた有害な行為のみなら

ず，なんらかの仮説にもとづいて児童虐待との関

連性を検証されたとされる子どもや養育者や家族

に関する広範な諸特徴があげられている」。その

結果，母親の年齢が若いことや子どもがアトピー

であることなど，それまでは虐待と関連づけられ

ていなかったようなことが，「『リスク』という考

え方を介して，統計的に検証することで虐待と関

係する要因になってきたのである」〔上野（2006），

pp.263-264〕。リスクアセスメントの考え方では，

「虐待のリスクは個人が回避できるという前提で

あるから，自分の運命を変更できなかった，児童

虐待の諸リスクをマネージできない親の心理的・

性格的問題ならびに家族的な課題に注目がいって

しまう」〔上野（2006），pp.267-268〕4)。すなわち，

児童虐待のリスクとされる項目をうまくマネージ

できているかという点から，家族に対して監視が

強まるのである。この点については，田中も同様

3) とはいえ，社会問題の社会構築主義は，「児童虐待」と捉えられる客観的な状態や事実，行為が存在しないと主

張するものではまったくない〔上野（1996），p.117；内田（2005），p.145〕。
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に，「『子どもの生命を守る』という名目の影で，

行政主導で日本の家族全体に対する監視・管理の

強化が急速に進行している」と指摘をしている

〔田中（2011），p.121〕。

一見すると，家族への監視が強化されること

は，児童虐待の早期発見と被虐待児の早期保護と

いう観点からは正当なことのように思えるかもし

れない。にもかかわらず，そうした監視が問題と

されるのは，そのことが親，特に母親についての

規範的想定を強化し，あくまでも家族に虐待の原

因を集約してしまうためである。すなわち，「子

育てをする親はこうあるべきだという子育ての責

任と目標は社会成員に平等に分配され，それを達

成する手段は平等に分配されたままという構図」

を温存することが，家族への監視が強まることが

孕む問題なのである〔上野（2006），p.268〕。

さらに，そもそも児童虐待相談対応件数が児童

虐待の増加の指標とされていること自体が，問題

を内包していることにも注意が必要である。この

点について，田中は以下の3点を指摘している。

まず，児童虐待の定義の変更にともない対象とな

る行為が拡大したこと，そして，「虐待に関する通

告義務」が国民に課せられたことによって，この

数値は押し上げられていると考えられる。次に，

児童虐待に対する社会的認知が高まったことによ

り，親が自信の養育態度を振り返るようになった

結果，相談件数が増加したことである。最後に，

虐待相談対応件数は，たとえそれが誤報であった

としても取り消されるとは限らず，「誤報や勘違

い，あるいはまだ虐待とは言えないもの」もまと

めてカウントされる傾向にある点である〔田中

（2011），pp.123-124〕。

以上の本節の議論を踏まえると，近年の日本に

おける「虐待相談件数の急増」という「問題」か

ら問われるべきは，「虐待という問題が取り上げ

られていくなかで，増加・深刻化に信憑性が付与

され，問題が家族に帰属させられているのではな

いか」ということになるだろう。そこで次節以下

では，問題が家族に帰属されていく背景と，それ

が要保護児童に対していかなる問題を帰結するの

かについて考察することにする。

Ⅳ 家族主義が要保護児童に帰結する問題

1 家族の本質的個人化

戦後の日本における家族の変化をきわめて単純

化して述べるならば，次のようになるだろう。終

戦後の混乱期を経て，徐々に経済状況が回復して

きた時代に，いわゆる新中間層の間で夫婦と2人

以内の子どもからなる「近代家族」が形成されは

じめ5)，その後，全国的に広まった。比較的日本の

経済状況が安定していた1980年頃までは，そのよ

うな近代家族は「あたりまえの家族の姿」とみな

されてきた。しかしながら，1990年代以降，有配

偶離婚率の高まりや未婚者の増加など，家族のあ

り方そのものが揺らいできたことにより，近代家

族は「あたりまえ」のものではなくなってきてい

る。近代家族という概念が有効であったのも，ひ

とびとが「あたりまえ」と思っていた家族が決し

て自明のものではないことを示したためであった

〔落合（2004）〕。

近代家族のゆらぎは，家族社会学の領域では，

家族に関する個人の選択可能性の増大，すなわ

ち，「家族の個人化」として語られてきた。山田に

よると，この家族の個人化には2つのタイプがあ

る。1つは，「家族の枠内の個人化」である。これ

は，「家族関係自体の選択不可能，解消困難性を維

持したまま，家族形態や規範，行動等の選択可能

4) 親個人の心理的状態や性格のみに注目が集まることが帰結する問題として，「経済的なニーズのある家族に対し

て，経済援助ではなく，カウンセリングやセラピーを行うといった，ニーズとサービスの『不一致』も正当化され

ていく」ことが指摘されている〔上野（2006），p.268〕。
5)落合（1989）は，近代家族の特徴として以下の8つを挙げている。（1）家内領域と公共領域との分離，（2）家族

構成員相互の強い情緒的関係，（3）子ども中心主義，（4）男は公共領域・女は家内領域という性別分業，（5）家族

の集団性の強化，（6）社交の衰退とプライバシーの成立，（7）非親族の分離，（8）核家族（落合1989：18）。なお，

その後落合は，日本のように拡大家族が多い社会の家族を考える場合，8番目の「核家族」は括弧に入れた方がよ

いだろうと指摘している〔落合（2004）〕。
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性が増大するというプロセス」を指し，家族が家

族以外のシステムから自由になる側面と，家族の

メンバーが家族内部で行動の自由を得る側面と

の，さらに2つに細分化される。もう1つの家族の

個人化は，「家族の本質的個人化」である。これ

は，「家族関係自体を選択したり，解消したりする

可能性が増大するプロセス」を指す〔山田

（2004），pp.344-345〕。「家族の枠内の個人化」の

例としては，地域の祭りに参加せずに家族で旅行

に行くことや，家族で食卓を囲まず自分が好きな

ものを買ってきて食べる「個食」などが挙げられ

る。「家族の本質的個人化」の例としては，そもそ

も結婚はしないという選択や，結婚はするが子ど

もは持たないというDINKS，あるいはパートナー

との関係に不満があれば直ちに離婚するといった

ことが挙げられる。久保田（2011）がいうように，

この家族の個人化論から示唆されるのは，「もは

や，どのような家族を形成するかのみならず，家

族を解消すること，家族を形成しないこともまた

等しく尊重されるべきライフスタイルと考えられ

るようになっている」ことであろう〔久保田

（2011），p.114〕。

この家族の個人化は，一見すると個人の自由な

ライフスタイルが保障されるようになるという肯

定的な変化のようにも思えるが，子どものケアと

いう観点からみると，以下の2つの困難を帰結し

うる。第1に，家族が外部システムから切り離さ

れるということは，必然的にケア役割を家族のみ

で遂行するよう求められざるをえなくなる。かつ

て地域共同体で分担されてきたとされる子どもの

ケアは，今日では家族のみで担うことが一般的で

あり，また規範的にもそうあるべきだとされてい

る。先に述べたように，児童虐待をめぐって家族

への監視が強化されていることにも，家族へのケ

ア役割の集約が大きく関係している。次項で述べ

るとおり，この家族へのケア役割の集約は，児童

虐待や要保護児童をめぐる問題に大きくかかわっ

てくる。

第2に，家族内における非対称性，すなわち，ケ

アされる子どもとケアする親との非対称性であ

る。特に乳幼児の場合，誰かに面倒をみてもらわ

なければ生存に直接的な危機が発生する。また，

階層と教育達成や職業達成との間に関連があるこ

とに鑑みれば〔余田・林（2010）；余田（2012）〕，

家族からの経済的支援を受けられなかった子ども

は，将来的になんらかの不利を経験する可能性が

ある。そうである以上，仮に親が子どものケア役

割を放棄することを選択することが可能であると

しても，子どもが親との関係の解消を自由に選択

できると考えるのは無理がある。このように，誰

かに依存しなくては生存できない者とそうでない

者とでは，関係の選択可能性をめぐって非対称性

が生じざるをえないのである6)。

2 家族主義と要保護児童

前項の議論を踏まえるならば，家族への公的支

援や，家族外でのケアシステムの整備が急務であ

ることは明らかであろう。家族によるケアを支援

したり，家族に変わってケアをするシステムを整

備することは，一方で家族へのケア役割の集約を

解消し，また他方では，ケアされる子どもが親と

の関係を解消する選択の可能性を担保することに

もつながりうると考えられる。

にもかかわらず，既に多くのところで指摘され

ているとおり，日本における公的福祉はきわめて

脆弱である。Esping-Andersenは，家族主義を特

徴とする福祉レジームにある社会として日本を位

置づけている。福祉のあり方は国家，市場，家族

という3つの制度によって規定されるが，家族主

義的福祉レジームとは，「最大の福祉義務を家族

に割り当てる体制のこと」であり〔Esping-

Andersen（1999=2000），p.78〕，家族主義は，「一家

の稼ぎ手としての男性に偏った社会的保護と，ケ

アの提供者であり，家族をその構成員の福祉に対

する究極的な責任主体にする家族中心主義（補完

性の原理）との合成物」とされる。このような家

族主義的福祉レジームのもとでは，そもそも家族

に対する手当や支援が貧弱な上，前提とされるの

6) そもそも子どもは家族を選んで生まれてくることができないことからも，この非対称性は問題とされる〔久保

田（2009）〕。
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が男性稼ぎ手家族のみであるため，母子家庭など

の「典型的ではない」家族に対する施策はきわめ

て 残 余 的 な も の と な る〔Esping-Andersen

（1999=2000），p.127〕。

前節でみた家族の個人化という状況を踏まえる

ならば，男性稼ぎ手家族が全面的に福祉を提供す

ることが制度的，規範的に前提とされていること

は，現実に存在するニーズの多様性と明らかに齟

齬をきたしている。生涯未婚率が2017年の「人口

統計資料集」によると，生涯未婚率は男性で

23.37％，女性で14.06％である。また，有配偶離

婚率が3割を超えていることや，共働き家族や

DINKSも増えてきていることに鑑みれば，制度が

前提とするような家族は，もはや多数派ではあり

えない。

家族のあり方が一様でなくなってきているにも

かかわらず，特定の家族のみをモデルにし続けて

福祉制度が設計されていることは，児童虐待や要

保護児童をめぐる状況にも影響を及ぼしていると

考えられる。第1に，育児不安研究や育児ネット

ワーク研究の蓄積からも明らかなように〔牧野

（1988）；落合（1989）〕，家族のみでケアを担うこ

とは，親，特に母親に大きな負担感をもたらし，

そのことが児童虐待につながっている可能性があ

る。この点について川名は，専業主婦化により子

育ての「失敗」が許されなくなったこと，家族の

人数の減少や地域の「崩壊」により子育てへの助

けがなくなったことなどを指摘し，「夫不在の家

で，子どもとだけ向き合う孤独な子育て。この現

実が，さまざまな問題を生んでいる」と指摘して

いる〔川名（2000），p.153〕。

第2に，ある特定の形の家族におけるケアの提

供が制度で前提とされることは，社会的養護に関

する施策にも陥穽をもたらす危険がある。2017年

8月に厚生労働省が発表した「新しい社会的養育

ビジョン」では，脱施設養護と里親委託の推進が

強く打ち出されているが，この背後にも，家族主

義的な規範があると考えられる。つまり，「家族

が全面的にケアを担うべきである」とする規範

が，「家族こそ理想的なケアの場である」という規

範に形を変えて，社会的養護をめぐる議論に持ち

込まれていると考えられるのである。たしかに，

日本の里親委託率が国際的にみて低いことは明ら

かであるが，実は日本において施設で暮らしてい

る子どもの割合も，国際的にみるとかなり低いと

いう事実が指摘されている〔上村（2015）〕。この

ことは，日本が他国と比べてニーズを抱える子ど

もが少ないことを意味するものではなく，家族主

義的な規範のもとで，他国であれば保護されてい

る子どもが家族におかれたままになっていると解

釈すべきだろう〔藤間（2017b）〕。さらに，家族が

理想とされることで，ケアを代替する施設にも一

元的にケア役割が集約され，そのことが施設を退

所した子どもに困難をもたらすことも明らかにさ

れている〔藤間（2017a）〕。このように，社会的養

護をめぐる議論に家族主義が持ち込まれること

は，要保護児童や社会的養護をめぐる施策に大き

な問題を帰結するのである。

以上のように，日本社会における制度レベル，

規範レベルでの家族主義は，児童虐待や社会的養

護をめぐる状況に深く関連している。宮台

（2000）は，「家族からの疎外」が問題となるのは，

そもそも社会が個人を「家族への疎外」状況に追

いやっているからだと述べている。現代日本社会

における要保護児童は，まさに「家族への疎外」

さえからも「はじき出された子どもたち」〔土屋

（2014）〕といえるのではないだろうか。

Ⅴ 〈依存批判〉からの示唆

以上のように，家族主義と関連づけて要保護児

童をめぐる問題を考えてみると，家族に対する公

的支援や，家族に代わるケアシステムの整備が重

要であることが鮮明となるが，第3節，第4節それ

ぞれの議論を振りかえると，容易には調停しがた

い課題があることがみえてくる。一方で，リスク

アセスメントにもとづき支援を展開することに

は，家族への監視につながったり，親であること

をめぐる規範を強化したりする点で問題含みでは

ある。他方で，ニーズに対して適切な支援を提供

するためには，状況の把握や何らかの形でのアセ

スメントが必要であることもまた事実である。換
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言すれば，監視的でパターナリスティックな介入

を回避することと，ニーズを適切に把握した上で

支援を公平に提供していくこととを，どのように

両立していくかが問題となる。

この問題を解くには，専門家が基準を設定する

ことで当事者のニーズが十分に満たされない状況

（＝「福祉の〈過少〉」）のみならず，単なる個人的

欲求にまで福祉が提供することで不平等が引き起

こされる状況（＝「福祉の〈過剰〉」）にも目を向

ける必要があり（久保田2011），その手がかりとな

るのが，〈依存批判〉と呼ばれる議論である。以下

では，〈依存批判〉を牽引してきた代表的な論者で

ある，Fineman（1995＝2003）と，それに対する久

保田（2011）の批判を外観した上で，この点を論

じていきたい。

フェミニスト法学者であるFinemanは，個人の

自律と男女平等が強調されるあまり，ケアを担う

ことの社会的価値が不当に貶められ，女性に不利

がもたらされたことを批判する。その上で，依存

がもつ社会的意味について洞察を展開し，依存者

とそれをケアする者を中心に据えた社会を構築す

ることの重要性を説く。ここで彼女が提唱するの

が，「一次的（不可避的）依存」と「二次的依存」

という概念である。前者は，依存者本人が抱える

不可避の依存を指し，後者は，その依存者をケア

することでケアラーが抱える依存を指す。この2

つの依存を社会の基本的条件とすることで，それ

が婚姻関係や家族関係のなかで行われるか否かを

問わず，あらゆるケア関係に対して保護や支援を

与えることが目指される。

依存とそれに対するケアを社会の基礎におく

Finemanの議論の意義と課題を，久保田は以下の

ように整理している。まず，この議論の意義は，

「家族の中に結びつけられてきた依存者のケアと

いうニーズと性的親密性に関わるニーズを切断

し，前者は普遍的で社会的なニーズとして認める

が，後者は実はそれ自体ニ
・

ー
・

ズ
・

で
・

は
・

な
・

い
・

として国

家の撤退を要請する…ことにより，依存者のケア

が性的親密性の不安定さによって掘り崩されるこ

とを回避するとともに，性的親密性を含む個人の

自由なライフスタイルをできる限り保障するこ

と」を可能にする点にある。他方でその限界は，

「ファインマンが依存とケアの名のもとに，実際

には子育てケアのみを想定して理論構築を行って

いることは，彼女の議論の射程を狭めているとも

考えられる」点にある。具体的には，依存者自身

が自己決定できるか否かというバリエーション

や，一時的な病気の療養などの軽度なケアが，共

同居住における相互扶助や生活の協働のもとで行

われてきた事実が，Finemanの議論では抜け落ち

ているというのが，久保田による批判である（久

保田2011：120，傍点原文ママ）。

以上のFinemanの意義と限界を踏まえた上で久

保田が提案するのが，「ケア」，「共同生活」，「性的

親密性」という，これまで「家族的ニーズ」と束

ねられてきたニーズを個別のものへと分節化し，

社会的に正当化可能であるかを検証した上で，家

族という枠組みを超えて福祉，支援の対象とする

〈分節化アプローチ〉である。本稿との関連でい

えば，このアプローチをとることで，ケアのニー

ズを有しているという事実をもって，家族にいる

子どもも要保護児童もひとしく社会から支援を受

ける権利を与えられる。のみならず，そうした子

どもをケアしているという事実をもって，施設職

員や里親も，ひとしく社会的支援や承認の対象と

なる。

さらに，このアプローチは，2つの意味でのパ

ターナリズムを回避しつつ公平に支援を提供して

いくという課題にも応えうる。まず，家族か否

か，親子か否かにかかわらず，ケアする者とケア

される者とに対して公平に支援を与える仕組みを

作ることで，「ケアをする家族／親はこうあるべ

き」という規範を解除し，「社会がいかにケアを支

援するか」という議論に開かれてくる。これによ

り，専門家判断がもたらすミスリーディングな管

理，監視という，福祉の〈過少〉の問題を回避す

ることにつながりうる。次に，社会的に正当化で

きない個人的欲求に対する福祉の〈過剰〉により，

ニーズを抱えない者の自由を制限するという問題

にも，このアプローチは解決策を与える。たしか

に，単身者や，子どもを持たないことを主体的に

選択したカップルに対してケアを担う人びとの生
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活を保障するために，負担能力に応じて少なくな

い課税を課すことは，一見するとパターナリズム

と映るかもしれない。しかしながら，そのことは

「むしろ，租税を通じて正当に次世代の再生産に

関与する選択肢を提供することで，多様なライフ

スタイルのもとでの平等なコストの分担を目指す

ものと考えるべきだろう。誰もが結婚して子ども

を持つことを前提としたこれまでの世代間互酬を

脱却し，現実にケアされるものとケアの責任を負

うもの，そして，ケアの責任を負わないものとの

間で，受益と負担にかかる長期的な互酬関係を結

び直す必要があるからである」（久保田2011：

121）7)。

Ⅵ 結論

本稿では，家族社会学の視点から，現代日本に

おける家族と要保護児童をめぐる問題についてみ

てきた。児童虐待についての社会構築主義的研究

が明らかにしたのは，リスクアセスメントの名の

もとで，児童虐待の背後にある社会的要因が後景

化し，問題が親の性格といった「家族の問題」に

集約されていく姿であった。こうした事態は，家

族が揺らいでいる今日においても，いまだ日本社

会がさまざまな側面で家族主義を温存しているこ

とに起因していると考えられる。この状況を脱却

するには，従来「家族的ニーズ」とされてきたも

のを個別のニーズへと分節化し，社会的な正当化

可能性を検証した上で，支援の対象に位置づけて

いくことが必要である。これにより，そのケアが

家族で行われるか否かを問わず，ケアを受ける子

どもも，ケアをする者も，ひとしく社会的支援や

社会的承認の対象となりえる。のみならず，ケア

をめぐる受益と負担にかかる，社会的な互酬関係

も再構築可能となるのである。
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Abstract

Recently, children requiring aid and social care for them are highly interested in Japanese society.

However, studies related them with society based on family sociological perspective is still undeveloped. This

paper aims to discuss the relationship between society surrounding family and children requiring aid. First, it

will be review the history of social care in Japan after WWII. Second, it will introduce studies about child abuse

based on the social constructivism, and reveal that family became strongly accused about child abuse after

child abuse became “social problem”. Third, it will point that familialism in Japan cause some problem for

children and family. Last, it will consider about future social care in Japan with representing the insight about

dependency by Fineman (1995=2003) and that about articulation approach by Kubota (2011).
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